
山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和４年３月９日（水）午前８時５５分から午前１０時５５分 

 

２． 開催場所 山江村農村環境改善センター ２階 大会議室 

 

３． 出席委員（１３名） 

     農業委員 ６名 

     推進委員 ７名 

 

４． 欠席委員（なし） 

      

 

５． 議事日程 

  日程１ 開会 

  日程２ 会長挨拶 

  日程３ 諸般事情報告 

 日程４ 議事録署名委員の指名について 

 日程５ 議第４号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

 日程６ 議第５号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

  日程７ 議第６号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

  日程８ 議第７号 農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程９ 議第８号 農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程１０議第９号 農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程１１議第１０号 山江村農用地利用集積計画（第２次）に対する意見決定について 

  日程１２議第１１号 山江村農業委員会傍聴規程の制定について 

  日程１３議第１２号 令和４年度山江村農作業標準賃金の承認について 

  日程１４ その他 

  日程１５ 今後の行事 

  日程１６ 閉会 

 

６． 農業委員会事務局職員 

事務局長   

事務局係長  
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７.  会議の概要 

 

事務局長      それではご起立お願いします。一同、礼。ご着席ください。      

山江村農業委員会における農業委員の総数は６名で、本日の出席委員は

６名であります。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数を満たして

おりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より、令和

４年３月期の農業委員会総会を開会いたします。 

          日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長        （会長挨拶） 

 

事務局長       ありがとうございました。次に、日程３「諸般事情報告」となってお

ります。農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましては、何かご

ざいませんか。 

 

          （なしの声） 

 

事務局長       特にございませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

事務局長       それでは、ないということですので、次に移らせていただきます。次

に、日程４「議事」に入ります。日程４以降につきましては、会長にて

議事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい。これより、議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の

指名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議

事録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっておりま

すので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は５

番農業委員、６番農業委員にお願いいたします。 

 

議長         次に日程５、議第４号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等

の解約の承認について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第４号についてご説明いたします。総会資料の１   

          ページをご覧ください。議第４号「農地法第１８条第６項の規定による

賃貸借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行規

則第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知が

あったので承認を求める。令和４年３月９日提出、山江村農業委員会会
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長。議第４号につきましては２件の届け出を審議していただくことにな

りますが、関連がありますので一括審議の方をお願いいたします。まず、

２ページと３ページが１件目の通知書と合意解約の写しです。（申請内

容について説明）。次に５ページと６ページが２件目の通知書と合意解

約の写しであります。（申請内容について説明）。４ページと７ページの

方にそれぞれ地籍図を添付しておりますが、現地は（場所について説明）。

それぞれの解約の目的につきましては、１１月期総会で農振農用地除外

について承認いただいた農地でありまして、所有権移転の伴う農地転用

のためとなっております。なお、この転用につきましては、自治体が事

業主体となる災害復旧事業であることから、許可不要転用として届け出

を提出していただく予定となっております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         最適化推進委員の方からの質疑・意見等はありませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

            

          （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

議第４号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約につい

て」異議がない方は挙手をお願いします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第４号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第５号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等

の解約の承認について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いします。 

 

事務局係長      それでは、議第５号についてご説明いたします。総会資料の８ページ

をお開きください。議第５号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行規則第 
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          ６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知があっ

たので承認を求める。令和４年３月９日提出、山江村農業委員会会長。

９ページと１０ページが通知書と合意解約の写しでございます。（申請

内容について説明）。１１ページに地籍図を添付しておりますが、現地

は（場所について説明）。解約の目的は、この後 審議をしていただき

ますが、農地の売買による所有権移転となっております。以上でござい

ます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの、質疑・意見等ありませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

           

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。 

          議第５号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約につい

て」異議がない方は挙手をお願いします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第５号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程７、議第６号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等

の解約の承認について」に入ります前に、農業委員会法第３１条「議事

参与の制限」の規定に係る案件がございます。○○推進委員が関係者と

なりますので、当該事案の審議開始から終了まで、○○推進委員の退席

を求めます。 

           

           （○○推進委員退席）９時０８分 

 

議長         それでは、事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 
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事務局係長      それでは、議第６号についてご説明いたします。総会資料の１２ペー

ジをお開きください。議第６号「農地法第１８条第６項の規定による賃

貸借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行規則

第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知があ

ったので承認を求める。令和４年３月９日提出、山江村農業委員会会長。

１３ページと１４ページが通知書と合意解約書の写しでございます。

（場所について説明）。１５ページに地籍図を添付しておりますが（現

地について説明）。解約の目的は、造成事業の償還が始まるためとなっ

ております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等はありませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方からの質疑・意見等はございませんか。」 

 

          （なしの声） 

 

議長         質疑・意見等ないようですので、それでは、採決をいたします。議第

６号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約について」異

議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第６号は原案のとおり承認いたします。 

 

           （○○推進委員着席）９時１０分 

 

議長         次に日程８、議第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

村尾係長       はい。それでは、議第７号についてご説明いたします。総会資料の１

６ページをお開きください。議第７号「農地法第３条の規定による、許

可申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の

許可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和４年３月９日
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提出、山江村農業委員会会長。１７ページをお開きください。農地法第

３条の規定による所有権移転許可申請書の内容でございます。今回４件

分の申請をまとめて記載しておりますが、譲受人が同一であること、許

可を受けようとする土地が全て近隣であることを踏まえ一括して審議

くださいますようお願いいたします。許可を受けようとする土地の字、

地番、地目、面積はご覧のとおりとなっておりまして、計６筆、面積合

計 2,717 ㎡でございます。（申請内容について説明）。経営計画等の内容

につきましては、記載のとおりとなっております。１８ページに該当の

農地を落とし込んだ地籍図を添付しています。１９ページから３１ペー

ジまでにそれぞれの申請書と土地明細の写し、及び各申請に対応した位

置図と現況写真を添付しております。農地法第３条第２項各号の判断に

つきましては３２ページの調査書のとおりとなっております。なお、現

地調査につきましては申請者及び担当委員である○○農業委員と○○

推進委員と共に３月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より補足

説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明いたします。譲受人が同じということで４件まと

めてご報告いたします。３月３日１０時より譲受人と譲渡人の５名で現

地調査を行っております。担当推進委員、事務局係長そして私の計８名

で行っております。（現地について説明）。現状といたしましては、すご

く手入れをしてありまして、剪定とか草刈りは徹底的にしてありました。

まだ２ヶ所位は荒れたところもあるわけでございますが、すぐ手入れを

して、綺麗にして栗を植えるということでございましたので問題はない

と思っております。借り手の方はすごく頑張っていらっしゃるし、また、

若いものたちの見本になるような頑張り屋でございますので、ぜひ譲受

人のような方に、頑張っている人に管理してもらたいと話していました。

譲渡人の方は老齢化と、女性が多くございますので人に迷惑をかけなけ

ればいいんじゃないかと大変喜んでおられました。以上でございます。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     はい。ありません。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入り

たいと思いますが、たくさんありますので、それぞれ目を通していただ

きたいと思います。 
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議長         今、見ていただいていると思いますが、農業委員の方、質疑・意見等

何かございませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。議第７

号「農地法第３条の規定による許可申請について」異議がない方は挙手

をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により議第７号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程９、議第８号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第８号についてご説明いたします。総会資料の３

３ページをお開きください。議第８号「農地法第３条の規定による、許

可申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の

許可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和４年３月９日

提出、山江村農業委員会会長。３４ページをお開きください。農地法第

３条の規定による所有権移転許可申請書の内容でございます。許可を受

けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧のとおりとなっており、

計１２筆、合計面積が 9,902 ㎡でございます。（申請内容について説明）。

３５ページから３６ページが申請書と土地明細の写し。３７ページから

３９ページまでに位置図及びいくつか抽出して調査した現況写真を添

付しております。農地法第３条第２項各号の判断につきましては４０ペ

ージの調査書のとおりとなっております。なお、現地調査につきまして

は申請者及び担当委員である○○農業委員と○○推進委員と共に３月

３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明をさせていただきます。譲渡人が○○さんで息子

さんの名義にするために登記を変えたいということでございますので 
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          何の問題もないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に立会いました担当推進委員からは何かありません

でしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

事務局係長      はい。すみません。只今担当農業委員の説明の中で譲受人の方が息子

さんとおっしゃられましたけれども、お孫さんで間違いなかったですよ

ね。 

 

担当農業委員     はい。そうです。 

 

事務局係長      お孫さんとなります。よろしくお願いいたします。 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等がないようですので、それでは採決をいたします。

議第８号「農地法第３条の規定による許可申請について」異議がない方

は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により議第８号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程１０、議第９号「農地法第５条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いします。 
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事務局係長      はい。それでは、議第９号について説明をいたします。総会資料の４

１ページをご覧ください。議第９号「農地法第５条の規定による、許可

申請に対する意見決定について」農地法第５条の規定により、別紙の許

可申請があったので意見決定について意見を求める。令和４年３月９日

提出、山江村農業委員会会長。続きまして、４２ページをご覧ください。

農地法第５条による、農地転用許可申請の内容でございます。（申請内

容について説明）。４３ページが申請書の写しであり、関係事項等につ

きましてはご覧のとおりでございます。申請地の農地区分につきまして

は、申請地から３００メートル以内に役場があることから「第３種農地」

であると判断いたしました。４４ページから４５ページに位置図、現況

写真を添付しております。現地調査につきましては○○農業委員、○○

推進委員と共に３月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明をいたします。これも３日の日に１０時より、譲

渡人、譲受人、担当推進委員、事務局係長、そして私の５名で行ってお

ります。（現地について説明）。現状としましては作物は作付けされてな

いわけでございますけれども、丁寧に草刈りをされておられました。譲

受人の方は山江の住民になりたいということで、前から土地を探してお

られました。良い所が見つかったと大変喜んでいらっしゃるわけでござ

いますけれども、現状は農振地外になってますので、何の問題もないと

思われますので皆さんの審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に入りま

す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

６番農業委員     ちょっといいですか。 

 

議長         はい。どうぞ。 

 

６番農業委員     ４４ページの写真で、枝番が逆ではないですか。１は以前に承諾した

ということですよね。 
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事務局係長      ちょっとよろしいですか。 

 

議長         はい。 

 

事務局係長      そうですね。今、○○委員の説明につきましては４４ページですね、 

          今回申請地は赤枠で囲んであるわけでございますけれども、まだちょっ    

          とシステムの方に分筆が反映されておりませんで、ちょっと手入力でで 

          すね線は引かせていただいておりますが、枝番の２につきましては、以      

          前１０月期だったかと思いますけれども、その時に審議をしていただき

まして転用の許可をいただいているところでございます。４５ページの

建築中の家屋があるかと思いますが、そちらの方が以前、転用許可をし

ていただいた土地になりまして、今回はその隣ということで更に分筆を

して枝番の３ということになっております。 

 

６番農業委員     ありがとうございます。 

 

議長         もう分筆はできているということですね。 

 

事務局係長      はい。もう分筆済であります。 

 

議長         他にありませんか。 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

議第９号「農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て」異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第９号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程１１、議第１０号「山江村農用地利用集積計画（第２次）に

対する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と概
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要の説明を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第１０号についてご説明いたします。総会資料の

４６ページをお開きください。議第１０号「山江村農用地利用集積計画

（第２次）に対する意見決定について」令和４年山江村農用地利用集積

計画（第２次）を定めることについて、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により、山江村長から意見を求められたので、この計画

について可否を求める。令和４年３月９日提出、山江村農業委員会会長。

４７ページ、４８ページが意見書の写し。４９ページが総括表となって

おります。５０ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧ください。今

回申請されましたのは、賃借権の新規設定が４件、再設定が１件の合計

５件で案件の総面積は 12,887 ㎡でございます。５１ページは農地中間

管理事業を利用して公社を介した計画一覧となっており、受け手の候補

者につきましては右側の欄の記載のとおりとなりますのでご確認くだ

さい。それでは、新規設定１件１筆分についてご説明いたします。総会

資料の５２ページをご覧ください。賃借権の設定に係る申請でございま

す。（申請人について説明）。５３ページをご覧ください。（申請内容に

ついて説明）。期間は１０年で賃借料の支払いにつきましては、５４ペ

ージの物納承諾書の第３項のとおりとなっております。５５ページ、５

６ページまでに地籍図、現況写真を添付しています。現地調査につきま

しては出し手の方、借り手候補者の方、担当の○○農業委員と○○推進

委員と共に３月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員よ

り補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。説明いたします。３月３日９時１５分より、現地にて立会いを

行いました。貸し手の方と、借り手候補者の方、そして事務局係長、担

当推進委員と私の５名で立会いました。（場所について説明）。今、あち

らは災害復旧でですね工事をやっている途中ですけど、借り手候補者の

方は以前も耕作をされていた方で、今回、公社を通して契約をするとい

うことでした。以前からもですね綺麗に作業されている方ですので今後

も大丈夫と思いますのでよろしくお願いします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     別にありません。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入り
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ます。農業委員の方、何かございませんか。 

 

４番農業委員     よかですか。 

 

議長         はい。 

 

４番農業委員     今年から利用されるとですかね。田植えとか。 

 

５番農業委員     できるみたいです。 

 

４番農業委員     あ、本当ですか。 

 

議長         他にありませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんでしょうか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。新規設

定１件１筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案のとおり

可決します。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件３筆分に入ります前に、農業委員

会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案件がございます。○○

農業委員・○○推進委員が関係者となりますので、当該事案の審議開始

から終了まで、両委員の退席を求めます。 

 

          （○○農業委員・○○推進委員退席）９時３８分 

 

議長         それでは、事務局の説明を求めます。 
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事務局係長      はい。それでは、新規設定１件３筆分についてご説明いたします。総

会資料の５７ページをご覧ください。賃借権の設定に係る申請でござい

ます。（申請人について説明）。５８ページをご覧ください。（申請内容

について説明）。期間は１０年で賃借料の支払いにつきましてはご覧の

とおりとなっております。５９ページ・６０ページまでに地籍図、現況

写真を添付しております。現地調査につきましては出し手の方、借り手

候補者の方、担当委員の代理で会長と、担当推進委員と共に３月３日に

行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので私より補足説明を

いたします。 

 

議長         ３月３日９時より、貸し手の方、借り手の方、担当推進委員、事務局

係長、そして私の５名で現地調査を行いました。（場所について説明）。

３筆となってますが１枚になっております。水害の被害により作付けが

できておりませんでしたが今年より作付けするということであります。

慎重な審議をよろしくお願いします。 

 

議長         続きまして、確認を行いました担当推進委員より何かございませんで

しょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件３筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 
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           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件３筆分については、原案のとお

り可決いたします。 

 

          （○○農業委員・○○推進委員着席）９時４２分 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明を求

めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、新規設定１件１筆分についてご説明いたします。総

会資料の６１ページをご覧ください。賃借権の設定に係る申請でござい

ます。（申請人に関して説明）。６２ページをご覧ください。（申請内容

について説明）。期間は１０年で賃借料の支払いにつきましては６３ペ

ージの物納承諾書の第３項のとおりとなっております。６４ページ・６

５ページに地籍図、現況写真を添付しております。現地調査につきまし

ては借り手候補者の方、担当の○○農業委員と○○推進委員と共に３月

３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より補足

説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     ３月３日午前９時５０分より立会いをしております。担当推進委員と

事務局係長と借り手候補者の方と私の４名で行っております。（場所に

ついて説明）。借り手候補の方は以前からここで貸し借りをされていた

んですが、今回は改めて公社を通して行うということであります。今後

５年間は耕作をされるということでありますので、よろしくお願いしま

す。以上です。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんでしょうか。 
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          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案の

とおり可決します。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件３筆分について事務局の説明を求

めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、新規設定１件３筆分についてご説明いたします。総

会資料の６６ページをご覧ください。賃借権の設定に係る申請でござい

ます。（申請人について説明）。６７ページをご覧ください。（申請内容

について説明）。期間は１０年で、賃借料の支払いにつきましてはご覧

のとおりとなっております。６８ページから６９ページまでに地籍図・

現況写真を添付しております。現地調査につきましては出し手の方、借

り手候補者の方、担当の○○農業委員と、○○推進委員と共に３月３日

に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より補足

説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。３月３日午前９時５０分より貸し手の方、借り手候補者の方、

私、担当推進委員、事務局係長で行っております。（場所について説明）。

新規契約ということで、公社をとおして借り手候補の方が契約されてい

ます。候補の方は新規就農者で積極的に野菜等を耕作されております。

今後５年間は耕作されるということですのでよろしくお願いします。以

上です。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 
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議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。農業委員の方、何かございませんか。 

 

６番農業委員     いいですか。 

 

議長         はい。 

 

６番農業委員     畑ですか。地目は。 

 

事務局係長      はい。ここはですね、登記地目は田んぼということになっております

が、届け出は畑としての利用ということで、畑と記載させていただいて

ます。６７ページのですね、字・地番の隣ですね。ここに現況地目と記

載がありますので登記地目ではなく現況地目として取扱いということ

になります。よろしくお願いします。 

 

議長         畑の賃借料についての質問。 

 

事務局係長      おそらく、そういうことでの契約と思います。 

 

○○農業委員     たぶん、○○だったと思います。 

 

議長         はい。わかりました。 

 

議長         他に質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、それでは採決をいたします。新規設定 1

件３筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 
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議長         はい。全員挙手により新規設定１件３筆分につきましては原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の再設定１件２筆分について事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局係長      はい。それでは、再設定１件２筆分についてご説明いたします。総会

資料の７０ページをお開きください。賃借権の設定に係る申請でござい

ます。（申請人について説明）。７１ページをご覧ください。（申請内容

について説明）。期間は２０年で賃借料の支払いにつきましてはご覧の

とおりとなっております。７２ページ、７３ページに地籍図・現況写真

を、７４ページに調査書を添付しております。再設定分につきましては、

現地立会いを行っておりませんが、事務局において現況確認を行ってお

ります。（現地について説明）。７３ページの現地写真では隣接地と併せ

て１枚で耕作されておりまして、この隣接地につきましても同じ借り手

の方で契約をされております。写真のとおり適切に管理されておりまし

た。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         推進委員の方から、質疑・意見等ありませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方から質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         ないようですので、それでは採決をいたします。再設定１件２筆分に

ついて、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により再設定１件２筆分につきましては、原案のとお

り決定いたします。以上５件、全事案とも全員賛成となりましたので、

議第１０号につきましては原案のとおり決定いたしました。 
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議長         ここでお諮りします。休憩を致しますがよろしいでしょうか。 

 

          （はいの声） 

 

 

議長         暫時休憩致します。再開を１０時１０分とします。よろしいでしょう

か。 

 

          （はいの声） 

 

          （休憩）９時５５分 

 

議長         はい。それでは総会を再開いたします。 

 

          （議事に切り替え）１０時０２分 

 

議長         次に日程１２、議第１１号「山江村農業委員会傍聴規定の制度につい

て」を議題とします。事務局より議案の朗読と概要の説明を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第１１号についてご説明いたします。総会資料の

７５ページをご覧ください。議第１１号「山江村農業委員会傍聴規程の

制定について」農業委員会等に関する法律第３２条により、農業委員会

の会議については公開することとなっていることから、会議の傍聴規定

を制定することについて意見を求める。令和４年３月９日提出、山江村

農業委員会会長。７６ページをご覧ください。こちらは、農業委員会等

に関する法律の抜粋となりますが、この法律第３２条において、総会及

び部会の会議は公開する、とされております。現在、総会については山

江村役場ホームページ上において議事録を公表する形で公開しており

まして、これまでに傍聴を求められたケースはございません。ただ、山

江村農業委員会総会規則においても公開する旨の記載があり、今後、万

が一ですね傍聴を求められた際には対応する必要があります。今回審議

いただくのは、７７ページに案を添付しておりますが、傍聴希望者が現

れた際の措置や禁止事項、違反者の対応等について第１条から第７条ま

で定めた規定であります。こちらに記載がない項目については補則の第

８条に記載する議長判断で対応できるということで提案させていただ

きます。なお、こちらの規定については総会で承認いただいた後に、４

月１日から適用する計画でおります。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に
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入ります。何か、質疑・意見等ございませんか。 

 

議長         初めてこの案を提示しましたので、皆さんの意見を言ってもらいたい

と思いますので、協議に切り替えます。 

 

          （協議）１０時０５分～１０時１７分 

 

議長         はい。また審議に切り替えます。 

 

議長         先ほどの協議を踏まえて皆様から質疑・意見等ございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

議長         ないようですので、それでは採決をいたします。議第１１号山江村農

業委員会傍聴規定の制定について異議がない方は挙手をお願いいたし

ます。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、山江村農業委員会傍聴規定については制定す

ることで決定いたします。 

 

議長         次に日程１３、議第１２号「令和４年度山江村農作業標準賃金の承認

について」を議題とします。事務局に議案の朗読と説明を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第１２号についてご説明いたします。総会資料の

７８ページをお開きください。議第１２号「令和４年度山江村農作業標

準賃金の承認について」令和４年度山江村農作業標準賃金の承認につい

て審議を求める。令和４年３月９日提出、山江村農業委員会会長。続き

まして、７９ページをご覧ください。令和４年度山江村農作業標準賃金

の（案）を添付しております。この農作業標準賃金につきましては、毎

年見直しを行っているものであり、下球磨地域農作業振興協議会の幹事

会の会議において協議された基準額を基に各市町村農業委員会で決定

し公表しています。今回もですね、令和元年度の大幅な見直しからしこ

まで時間が経っていないこともあり、協議会として全体的な見直しは行

わないこととなったため、今回はですね８０ページにあります熊本県の

令和３年１０月１日からの最低賃金に合わせて、作業人夫賃金を上げて

おります。表の一番上の作業人夫賃金、昨年は６，３５０円だったもの

が今年は６，５７０円というところで上げております。以上、今回の案

について審議いただきますようお願いいたします。以上でございます。 
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議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。何かありませんでしょうか。 

 

○○推進委員     いいですか。 

 

議長         はい。 

 

○○推進委員     作業賃金表なんですけど、燃料費高騰とかあるじゃないですか。世の

中的に。まあ、これがいつまで続くか分からんですけど、そういうもの

の反映というのは今後はあんまり考えてないんですかね。 

 

事務局係長      今のご質問ですけれども、令和元年度の見直しの時に、それまで消費

税が３パーセント時代の金額になっていたということもあって、消費税

もだいぶ上がってきたということから、そういったところを踏まえて幹

事会、農業委員会事務局長で構成される幹事会となっておりますけれど

も、その中で通常は協議されるんですけど、令和元年度の時は地域の担

い手の、例えば機械利用組合とか、そういった方たちの意見も踏まえて、

だいぶ上げた形で設定されております。どうしても、やっぱり燃料の高

騰とか、そういった実情に応じてということもありますので、標準の基

準額ということでこちらは記載をさせていただいておりますが、一番下

の方ですね、本表については標準であり、地形地質等により３割増減以

内で双方で協議してくださいという記載があります。一応その範囲内で

双方のですね合意のもとに金額を、標準賃金を目安にですね決めていた

だいてというところになります。当然、今おっしゃったように燃料も高

騰しておりますし、そこにつきましては、それを踏まえた上で今後も協

議はされていくんだろうと思いますけれども、今回はまた大幅な見直し

が１年も経過していないということからこの金額での提示がされてい

るということでございます。よろしかったでしょうか。 

 

５番農業委員     金額に関してはですね、自分だけではないですけど、仕事をもらって

されていかれる方もいると思うんですけど、やはり安いと思います。ト

ラクター作業、春田耕から植代とかですね時間もかかるし、面積をこな

す人は、やった分だけ赤字になるし。燃料の関係もあります。以前から

すると金額は上がった方なんですけど、ここは見直してほしいなという

気持ちはあります。そうしないとやっていけなくなる人が出てくるのも

あるし、そういう話し合いになるだろうと思いますね。金額設定は。山

江村の金額だけでもですね、やっぱりここでこの金額が決まっていたら、

この人はこの金額やけんと言ってこられたら、受ける人がどんどんきつ

くなるんですよね。まあ、そういうのをちょっと考えてもらえればなと
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思います。具体的な金額は考えてきてないんですけど、以前、下球磨の

方で標準賃金の会議があって行ったんですけれども、その時は自分が出

した金額がけっこう高い金額だったんですけど、間をとってこのくらい

になっているんですけど、まだ安く提示した人もいたし、高くした人も

いました。ある程度高く設定してもらった方が仕事を受ける人はですね、

やりやすくなるのかなと思います。 

 

議長         ここで協議に切り替えたいと思います。 

 

          （協議）１０時２４分～１０時４３分 

 

議長         協議を審議に戻したいと思います。 

 

議長         先ほどの協議の結果ですね、いろいろな方の意見を聞きました。その

件としてこの賃金表では承認できないんじゃないかというふうな意見

が出ましたので、今月中にこれに絞って臨時の総会を開いて審議を決め

たいと思います。それまで各市町村の動向を調べながら案を作って提示

したいと思いますけど。この案件につきましては採決をせずに保留とい

うことでよろしいでしょうか。異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

          （全員挙手） 

 

議長         はい。そういうことで議決したいと思います。 

 

議長         次に、日程１４「その他」となっております。事務局より連絡をお願

いいたします。 

 

事務局係長      その他について説明。 

 

議長         はい。日程１４「その他」につきまして質問があれば総会終了後にい

たしたいと思います。 

 

議長         それでは次に、日程１５「今後の行事」に移ります。事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局係長      今後の行事について説明。 

 

議長         はい。それでは日程１６「閉会」に移ります。以上をもちまして、農

業委員会３月期総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 
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令和 4 年 3 月 9 日(水)午前 10 時 55 分終了 

 

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


